
第４章 基本方針と喫緊の課題の解決に向けた横断的取組

１ 概要

第３章の基本理念や基本目標の実現に向けて、これまでの取組の分析結果や社会の動向等を

踏まえたうえで、第３期計画において重点的に進めていく必要がある取組について、６つの基

本方針に整理するとともに、喫緊の課題の解決に向けて横断的に推進する取組を、２つの横断

的取組として再構成し位置付けました。今後、これらの基本方針、横断的取組に沿って施策を

推進します。

＜第３期高知県教育振興基本計画 基本方針と横断的取組＞

横断的取組１ 不登校への総合的な対応

横断的取組２ 学校における働き方改革の推進

 

生涯にわたって学び地域社会に生かす環境づくり 

文化財の保存・活用 

児童生徒等の安全の確保 

  生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保 
基本方針 

Ⅵ 

就学前の教育・保育の質の向上 

親育ち支援の充実 

  就学前教育の充実 基本方針 

Ⅴ 

中山間地域をはじめとする各地域の教育の振興 

学校・家庭・地域の連携・協働の推進 

  地域との連携・協働 
基本方針 

Ⅳ 

先端技術の活用による学びの個別最適化 

創造性を育む教育の充実 

  デジタル社会に向けた教育の推進 基本方針 

Ⅲ 

多様な課題を抱える子どもへの支援の充実 

  厳しい環境にある子どもへの支援や子どもの多様性に応じた教育の充実 
基本方針 

Ⅱ 

チーム学校の基盤となる組織力の強化 

チーム学校の推進による教育の質の向上 

  チーム学校の推進 
基本方針 

Ⅰ－１ 

Ⅰ－２ 

Ⅰ 

Ⅱ－１ 

Ⅱ－２ 

Ⅲ－１ 

Ⅲ－２ 

Ⅳ－１ 

Ⅳ－２ 

Ⅴ－１ 

Ⅴ－２ 

Ⅵ－１ 

Ⅵ－２ 

特別支援教育の充実 

Ⅵ－３ 
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２ 各基本方針、横断的取組の概要

社会・経済が大きく変化し、学校を取り巻く課題も多様化・複雑化している中で、本県の子

どもたちの知･徳･体を向上させていくためには、

・学校組織が少数の管理職と多数の教職員で構成されているため、課題への対応が個々の教

職員により対症療法的に行われることが多く、組織としての取組が弱いこと

・日々の授業や生徒指導が個々の教員に任されており、教員同士が連携した授業力の向上や

生徒指導の充実に向けた取組が十分でないこと

・学校の課題が多様化・複雑化する中で、教員の専門性だけでは対応に限界があること

・学校や教員に求められる役割が増加する中で、教員の多忙化により児童生徒と向き合う時

間の確保に支障が生じていること

などの学校が抱える課題の解決に向けた取組を推進していくことが必要です。

このため、第２期計画では、学校の組織力を高めながら、個々の教員の力量のみに頼らず、

教員同士がチームを組んで主体的に学び合うことにより組織的に授業力の向上や生徒指導の

充実などを図るとともに、外部の専門家や地域の人材の力も活用して、学校の目標の実現や課

題の解決を図る、「チーム学校の構築」を推進してきました。

その結果、多くの学校において、学校経営計画に基づく校長を中心とした組織マネジメント

の実践力が高まるとともに、教員同士の学び合いの仕組みによる授業改善や外部の専門家を活

用した組織的な生徒指導等の取組が充実してきています。

一方、各学校において、これからの時代に必要となる資質・能力の育成に向けた学習指導要

領の円滑な実施や学校における働き方改革、増加する若手教員の育成等に取り組むうえで、チ

ーム学校の取組はますます重要になってきます。

このため、全ての学校において、組織的に課題に対応し、協働的に学び合い、教育の質を高

めていくための取組が自律的・継続的に実施されるよう、チーム学校の取組を更に推進します。

家庭の生活の困窮や教育力の低下、地域における見守り機能の低下などを背景として、多く

の子どもたちが、学力の未定着をはじめ、いじめや不登校、虐待や非行といった困難な状況に

直面しています。

県では、こうした厳しい環境にある子どもへの支援の徹底を図るため、就学前は保護者の子

育て力の向上などを重点的に支援するとともに、就学後は学校をプラットホームとして、小学

校から高等学校までの各段階に応じて切れ目のない対策を推進してきました。

これまでの取組により、放課後等の学習機会の充実や、地域全体で子どもを見守る体制の整

厳しい環境にある子どもへの支援や子どもの多様性に応じた教育の充実
基本方針

Ⅱ

チーム学校の推進
基本方針

Ⅰ
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備等に一定の成果が見られますが、生徒指導上の諸課題等の状況をみると、依然として多くの

子どもが多様な課題を抱えており、家庭環境や学校生活に複合的な課題を抱えている子どもも

少なくありません。

このため、全ての子どもたちが安心して学び、夢と希望を持ち続けて育つことができるよう、

今後も引き続き厳しい環境にある子どもへの支援の充実を図ります。

また、特別支援教育については、近年、特別支援学校や特別支援学級に在籍している幼児児

童生徒数の増加や、障害の状態の多様化が見られる中、教職員の専門性の向上や、より早期か

らの指導・支援の体制づくりが求められます。

このため、発達障害を含めた全ての障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けて、一

人一人の教育的ニーズに応じた切れ目のない指導・支援の充実を図るとともに、共生社会の実

現を目指し、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことを志向するインクルーシブ

教育システムの構築に向けて、本県の特別支援教育の一層の充実を図ります。

技術革新が急速に進む中で、あらゆる分野においてデジタル技術の活用が進んでいます。教

育分野においても、ＡＩやビッグデータ等の新しい技術の活用が進んできており、これまでの

学校教育の在り方も大きく変化していくことが予想されます。

現在の一斉一律を前提とした授業の中では、理解が十分でなく授業についていけない児童生

徒や内容が平易すぎると感じている児童生徒への対応、個々の児童生徒の興味・関心に沿った

授業の実施といった点で課題があります。

また、中山間地域の小規模の高等学校等においては、就職から難関大学への進学まで、生徒

の進路希望や興味・関心に応じた多様な指導に課題が見られる場合もあります。

こうした課題に対応し、児童生徒一人一人の進度や能力、興味・関心に応じた学びの実現を

図るため、ＩＣＴの活用による習熟度に応じた個別学習や遠隔教育システムによる授業配信な

ど、先端技術を最大限に活用することで新しい教育方法の開発を図るとともに、その普及に向

けた取組を推進します。

また、「超スマート社会（Society 5.0）」の到来等により、労働市場の構造や職業、人々の生

活様式が大きく変わることが予測される中、本県においても、「高知版 Society5.0」の実現に

向けて、最先端のデジタル技術の活用により各分野の課題解決を図るとともに、新たな産業創

出や地場産業の高度化を推進していく取組が進んでいます。教育においても、デジタル社会に

対応できる素養を育むことや、ＡＩ技術等を活用し新たな価値創造をもたらす人材を育成して

いくことが求められています。

このため、全ての児童生徒が、新しい時代に対応するための基盤となる情報活用力や思考力

等を身につけることができるよう、各学校におけるプログラミング教育や理数系科目の教育の

充実を図るとともに、ＡＩやビッグデータ等を活用して新たな価値の創造や社会課題の解決を

図る人材の育成に向けた高大連携の取組など、デジタル社会に対応する人材の育成を図ります。

デジタル社会に向けた教育の推進
基本方針

Ⅲ
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地域社会とのさまざまな関わりを通じて、子どもたちにこれからの時代に必要な力や地域へ

の愛着・誇りを育むとともに、地域コミュニティの核として魅力のある学校づくりを進めるた

めには、学校と地域との連携・協働の体制の構築が不可欠です。

特に、中山間地域をはじめ、多くの地域で児童生徒数の減少や地域コミュニティの希薄化が

課題となっている本県において、地元の人々や企業と連携して地域の課題解決に取り組む学習

を推進するなど、学校と地域との連携・協働により、その地域ならではの教育を展開していく

ことは、各学校の教育の質の維持・向上はもとより、地域発展の担い手となる人材を育てる観

点からも重要です。

また、学校・家庭・地域の連携・協働により、子どもを見守り育てていく体制の整備も必要

です。近年の家庭環境の多様化に伴い、子どもと向き合う余裕のない保護者や子育てに不安や

悩みを抱えている保護者が多くいることや、地域における互助・共助の意識が希薄となる中で、

地域が家庭や子どもを見守り支える機能が低下していることが指摘されています。他方で、子

どもたちに関わる課題は多様化・複雑化しており、学校や教職員だけでの対応には限界があり

ます。

こうした状況を踏まえ、県では、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育

てる仕組みである地域学校協働本部の設置促進等の取組を積極的に進めており、多くの学校で

体制の整備が進んできましたが、厳しい環境にある子どもの見守り機能の強化など、取組の一

層の充実が求められます。

このため、中山間地域をはじめとする各地域の教育の振興や、地域ぐるみで子どもを見守り

育てる体制の充実に向けて、「地域との連携・協働」を更に推進します。

乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、この時期に質の高い教

育・保育を受けることが、子どもたちの知･徳･体の調和のとれた健全な成長にとって極めて重

要です。

このため、第２期計画では、県内のどこにいても質の高い教育・保育を受けることができる

環境の実現を目指し、保育所保育指針・幼稚園教育要領等に沿った具体的な指導方法の普及や

園における組織マネジメント力の強化、保育者のキャリアステージに応じた資質・指導力の向

上、保幼小の円滑な接続の推進などに取り組んできました。

こうした取組により、各園における教育・保育の質は着実に向上してきていますが、特別な

支援を要する子どもへの対応や、子育てに不安や悩みを抱える保護者への支援等の充実が求め

られる中、各園において、個々の保育者はもとより、園としての組織的な対応力を一層高めて

いく必要があります。加えて、就学前と小学校との教育内容の違いに子どもが十分適応できな

いことなどを原因として授業が成立しないといった状況も依然として見られます。

地域との連携・協働
基本方針

Ⅳ

就学前教育の充実
基本方針

Ⅴ
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このため、全ての保育所・幼稚園等において、専門的で高度な知見に基づく質の高い教育・

保育の実践や小学校との連携、日常的な親育ち支援が充実することを目指し、今後も引き続き、

就学前教育の充実を図ります。

社会・経済が急速に変化していくとともに、個人の生き方も多様化している中で、県民一人

一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるようにするには、誰もが生涯にわた

って学び続けられる環境を整備していくことが重要です。また、個人の学びの成果がさまざま

な場面で発揮されることで、地域や社会に好影響がもたらされます。

しかしながら、近年、少子・高齢化や過疎化、核家族化等を背景として、本県の社会教育活

動を支える人材や団体の基盤は弱まってきています。また、社会・経済の変化による県民の新

たなニーズに対応できる多様な学びの場の充実が求められています。

これまでの取組により、オーテピア高知図書館の開館をはじめ、生涯学び続けるための環境

の整備は一定進んできていますが、全ての県民が、急速な技術革新に伴う社会の変化や、平均

寿命の伸長等によるライフサイクルの変化に対応するための知識や技能を身につけることが

できるよう、学びの機会の一層の充実が必要です。

このため、誰もが生涯を通じて学び、学んだ成果を地域等において発揮できるとともに、地

域や世代間で学びを共有できる場が充実し、こうした場を通じて新たな学びが生まれる社会の

実現に向けて、生涯学習・社会教育の推進、多様なニーズに対応した教育機会の提供など生涯

学び続ける環境づくりを更に推進します。

また、今後高い確率で発生することが予想されている南海トラフ地震により、本県に甚大な

被害がもたらされることが懸念されています。あわせて、台風・大雨や土砂災害等の気象災害

の発生に加え、猛暑による熱中症や登下校時の交通事故の増加など、学校を取り巻く環境が変

化しています。

さまざまな自然災害や事故、犯罪等から子どもたちの命を守り抜くため、全ての学校等にお

いて子どもの発達段階や地域の特性に応じた防災を中心とした安全教育や安全確保のための

取組の充実を図るとともに、学校施設等の耐震化の促進など、安全・安心な教育基盤の確保の

ための取組を引き続き推進します。

生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保
基本方針

Ⅵ
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県ではこれまで、不登校の未然防止を図るため、児童生徒の自尊感情を育む開発的な生徒指

導や、児童生徒にとって安心安全な居場所づくり、児童生徒が主体的に取り組む活動を通した

仲間づくりなどを推進してきました。

また、厳しい環境にある児童生徒への支援の充実を図るため、スクールカウンセラーの全公

立学校への配置やスクールソーシャルワーカーの全市町村への配置を行うとともに、登校する

ことができない児童生徒への訪問支援を行うアウトリーチ型のスクールカウンセラーを、県内

の全 11 市の教育支援センターに配置するなど、支援体制の充実を進めてきました。更に不登

校をはじめ厳しい環境にある児童生徒に対して、的確なアセスメントに基づいて組織的に支援

ができるよう、スクールカウンセラー等の専門人材を活用した校内支援会を全ての学校で実施

しています。

しかしながら、本県の不登校の出現率は全国平均より高く、近年不登校児童生徒数は増加す

る傾向にあります。また、不登校児童生徒の背景や要因も複雑化、多様化してきており、学校

だけでは対応できない状況も見られ、県、市町村、医療、福祉等の関係機関が連携した総合的

な取組を更に推進していく必要があります。

今後、不登校の未然防止に向けて、児童生徒が「今日も学校生活が楽しかった」「明日も学

校に来たい」と実感できる、魅力ある学校づくりを更に推進するとともに、早期発見・早期対

応のための学校の体制を強化します。また、不登校児童生徒への抜かりのない適切な支援がで

きるよう、市町村と連携して教育支援センターの機能強化を推進します。更に、心の教育セン

ターによる取組をこれまで以上に強化し、学校、教育支援センター、心の教育センターの三層

構造での重層的な支援を推進します。

「子どものために」という強い使命感や責任感から、学習指導のみならず、児童生徒に関わ

るあらゆる業務に献身的に対応する中で、年々学校や教員の役割が増大してきました。また、

大量退職に伴う若年教員の採用、学習指導要領改訂に伴う総授業時数や部活動の指導時間の増

加により、教員の長時間勤務が常態化しています。

文部科学省が行った平成 28 年度の教員勤務実態調査では、「過労死ライン」とされる月 80 時

間以上の超過勤務をしている教員が、小学校で全体の３割、中学校で６割存在していることが

明らかになりました。平成 31 年１月には、中央教育審議会におけるさまざまな議論を踏まえ、

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について」の答申が示され、また、正規の勤務時間以外の時間に

おいて上限の目安時間を「月 45 時間、年間 360 時間」とする「公立学校の教師の勤務時間の上

限に関するガイドライン」も示されました。その後、令和元年 12 月には、上限に関するガイド

ラインを法的根拠のある「指針」に格上げする「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布されるなど、こうした国の動向にあわせ、

本県においても働き方改革に関するさまざまな取組を一層推進していく必要があります。

不登校への総合的な対応横断的取組１

学校における働き方改革の推進横断的取組２
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本県における令和元年６月の 80 時間以上の超過勤務者（校務支援員配置の小学校 20 校 608

人、中学校 10校 297 人が対象）は、小学校で約 18.9％、中学校で約 36.4％と全国平均よりも

少ないものの同様の傾向にあります。

こうした現状に対して、教員の肉体的、精神的な負担を軽減し、日々の生活の質を向上させ

るとともに、本来業務である授業改善や個々の児童生徒に応じた生徒指導などの子どもと向き

合う時間を確保し、限られた時間の中で最大の教育効果を発揮することができるよう市町村教

育委員会や学校等と連携し、学校における働き方改革の取組を推進します。
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力

チーム学校の基盤となる組織力の強化

チーム学校の推進による教育の質の向上

多様な課題を抱える子どもへの支援の充実

特別支援教育の充実

先端技術の活用による学びの個別最適化

創造性を育む教育の充実

中山間地域をはじめとする各地域の教育の振興

学校・家庭・地域の連携・協働の推進

就学前の教育・保育の質の向上

親育ち支援の充実

生涯にわたって学び地域社会に生かす環境づくり

文化財の保存・活用

児童生徒等の安全の確保

６つの基本方針に関わる横断的な取組
不登校への総合的な対応

学校における働き方改革の推進

チーム学校の推進

厳しい環境にある子どもへ
の支援や子どもの多様性に
応じた教育の充実

デジタル社会に向けた
教育の推進

地域との連携・協働

基本理念 子どもの成長 ６つの基本方針 ６つの基本方針の実現に向けた施策群
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健
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体
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就学前教育の充実

生涯学び続ける環境づくりと
安全・安心な教育基盤の確保
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基本理念（目指すべき人間像）の実現に向けた施策の体系図
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